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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月２３日 ０５時３５分ごろ 

発生場所 岩手県宮古市田
た

老
ろう

漁港南東方沖 

 陸中真埼灯台から真方位１７４°３,４６０ｍ付近 

 （概位 北緯３９°４３.２′ 東経１４２°００.２′） 

事故の概要  遊漁船第二清
せい

龍
りゅう

丸は、北進中、漁船幸
さち

丸は、漂泊中、両船が衝突

した。 

 第二清龍丸は、船体に擦過痕を生じ、また、幸丸は、船体に亀裂を

伴う凹損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年７月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 遊漁船 第二清龍丸、４.４トン 

   ＩＴ３－３６９７０（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.８５ｍ（Lr）×２.８３ｍ×０.７４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１７２.００kＷ、平成２年７月２０日 

   第２１０－５１５７４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 幸丸、０.３トン 

   ＩＴ３－５２８８９（漁船登録番号）、田老町漁業協同組合 

   ４.２７ｍ（Lr）×１.４１ｍ×０.６１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５.９０kＷ、平成２４年４月２４日 

   第２１２－１５４８４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年４月１５日 

    免許証交付日 平成２４年８月７日 

           （平成３０年８月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

二級小型船舶操縦士 

 免許登録日 平成１８年４月１０日 

 免許証交付日 平成２２年９月２４日 
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        （平成２８年４月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首外板に擦過痕 

Ｂ 左舷船首外板に亀裂を伴う凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北～北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約５０cm 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客８人を乗せ、遊漁を行う

ため、平成２７年５月２３日０５時００分ごろ田老漁港東北東方沖の

釣り場に向けて宮古市宮古港神林地区の船だまりから出航した。 

 船長Ａは、レーダーを０.７５海里レンジとしていたものの、視界

が良好であったので、主に目視による見張りを行いながら、約１０ノット

の対地速力で自動操舵により田老漁港南東方沖を北進した。 

 船長Ａは、時折、操舵室両舷側の窓から顔を出して見張りを続けて

いたところ、右舷船首方約１,０００ｍに‘船首を西北西方に向けて

漂泊中の船舶’（以下「Ｃ船」という。）を視認した。 

 船長Ａは、Ｃ船を右舷方に見て通過しようと思い、左舵を取って約

４°～５°変針した後、Ｃ船の動静に注意を払いながら同じ速力で航

行を続け、０５時３５分ごろ、Ｃ船の船首方を通過したのを確認した

ときに衝撃を感じた。 

 船長Ａは、ボンデンと接触したのではないかと思い、操舵室を出て

周囲を見渡したところ、船尾方にＢ船を視認したので、Ｂ船と衝突し

たことを知り、反転してＢ船に接近し、Ａ船及びＢ船に負傷者がいな

いことを確認した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、田老漁港から出航し、０５時１０分

ごろ田老漁港東方沖の漁場に到着した。 

船長Ｂは、たこ籠漁用のボンデンに船首からロープを取って係留状

態とした後、船首を南方に向けて船外機を停止し、かれいの一本釣り

漁を始めた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の右舷船尾部に座り、目視により周囲の見張りを行

いながら、釣り竿
ざお

を右舷側に出して釣りを行っていたところ、Ｂ船の

左舷船首方約４０～５０ｍに漂泊して釣りを行っているＣ船のほかに

船首方約１,０００ｍにＢ船に向けて接近して来るＡ船を視認した。 

 船長Ｂは、Ａ船はいずれＢ船を避けるか、又はたこ籠を揚げるため

に接近して来るのではないかと思い、Ａ船の動静を確認しながら釣り

を続けていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が同じ速力でＢ船の船首方約５０ｍに接近したので

危険を感じ、Ａ船に向けて手を振りながら大声で叫んだものの、Ｂ船

の左舷船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で甲板上に浸入した海水をくみ出した後、Ｂ

船が自力での航行が可能であることを確認し、Ａ船と共に田老漁港に
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入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船の釣り客は、本事故当時、前部及び後部の各甲板に４人ずつ座って

いたが、朝早い時間帯の出航であったので、釣り場に着くまで休息し

ていた。 

 船長Ａは、本事故当時、レーダーに備えられていた接近警報（他船

と接近した際の警報）を使用していなかった。 

 Ａ船は、本事故当時、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。 

 船長Ａは、衝突するまで船首方にいたＢ船に気付かなかった。 

 船長Ａは、船首方に死角が生じていても、操舵室両舷側の窓から顔

を出して見張りを行えば、船首方にいる他船を近距離でなければ視認

することができると思っていた。 

 船長Ａ及びＡ船の釣り客８人は、全員救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、着用していた救命胴衣に音響信号器具として笛が装備さ

れていたものの、Ａ船に対して笛を鳴らして注意喚起を行わなかっ

た。 

（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、田老漁港南東方沖を北進中、船長Ａが、右舷船首方に視認

したＣ船以外に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないも

のと思い、Ｃ船の動静に注意を向けていて船首方の死角を補う見張り

を適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かず、同じ速力で航

行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、船首方に死角が生じていても、操舵室両舷側の窓から顔

を出して見張りを行えば、Ａ船から近距離でない限り、船首方にいる

他船を視認することができると思っていたことから、Ｂ船に気付かな

かった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、田老漁港南東方沖でたこ籠漁用のボンデンにロープを取っ

て係留中、船長Ｂが、船首方約１,０００ｍにＢ船に向けて接近する

写真１ Ａ船（右舷船首） 写真２ Ｂ船（左舷船首） 
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Ａ船を視認した際、いずれＢ船を避けて航行するか、たこ籠を揚げる

ために接近してきたのではないかと思い、衝突を避けるための措置を

とらなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、田老漁港南東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船がたこ

籠漁用のボンデンにロープを取って係留中、船長Ａが、右舷船首方に

視認したＣ船以外に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいな

いものと思い、Ｃ船の動静に注意を向けていて船首方の死角を補う見

張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、船首方約１,０００ｍ

にＢ船に向けて接近するＡ船を視認した際、いずれＢ船を避けて航行

するか、たこ籠を揚げるために接近してきたのではないかと思い、衝

突を避けるための措置をとらなかったため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首が浮上して船首方に死角が生じる場合には、船首方

にいる他船が、自船から遠距離である場合でも視認できない場合

があるので、適当な間隔で船首を左右に振ったり、操舵室から出

て船首方を確認するなどして死角を補う見張りを行うこと。 

・海上のボンデンに係留中などにおいても、他船が接近して衝突の

おそれがある場合には、余裕のある時期に注意喚起を行うなど衝

突を避けるための動作をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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岩手県宮古市 

事故発生場所 

（平成２７年５月２３日 

 ０５時３５分ごろ発生） 
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Ａ船 

陸中真埼灯台 
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